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) )１．はじめに 一般廃棄物最終処分場とは， 表-1 浜北市と旭川市が行ったリスクマネージメントの概要
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人間が発生させた廃棄物を適切に貯留し，

生活環境の保全上支障の生じない方法で，

生物的，物理化学的に安定な状態にする埋

立施設とその主要施設，管理施設，関連施

15 30設を併せた施設である 建設頻度は ～。

年に一度の極めて頻度の小さい特殊施設で

ある。建設地は山間谷部に位置し，全体の

を占める。このため，自然破壊や地下70%

水汚染危惧から建設反対運動が激動化して

いる。

本論では，旭川市廃棄物処分場と浜北最

終処分場の計画から建設を経て供用開始ま

での自治体が行ったリスクマネージメント

の概要を述べる．次ぎに，計画から閉鎖ま

での長期間を促えて，新たな文化施設に最

終処分場を転換することを提案する。

に浜北２．リスクマネージメントの概要 表-1

市と旭川市が行ったリスクマネージメント

の概要を示す。旭川市と浜北市最終処分場

の建設地は，両者とも水に関わる河川上流

に位置し，公害審査会への調停や建設工事

禁止などの訴訟が発生している。旭川市で

は立地選定に対する不信も含まれている

が，既設の最終処分場に対する安全性の不

信感も含まれている。しかし，両者とも最終処分場を建設することで水質汚染に対する不安が最終処分場建設反

。 『 （ ）』 ，対の主原因であることが判る 一般的に言われる ： 私の近くには困る でなくNIMBY NotInMyBackYard

水質汚染に対する不安に住民の意識が変化していることが判る。紛争解決には，市民参加や第三者機関による仲

。 ， ，裁などがある 複数の利害関係者の参加を建設計画に組み込んだ建設の合意形成は 反対派と賛成派という形で

後々までに遺恨を残す。建設計画の当初から市民の参加を建設計画に組み込む考えもある。しかし，現在の市民

参加は，公募又は指名であり，選挙により選出された市民代表者ではない。浜北市と旭川市ともに住民と連携し

た計画参加や住民と学識経験者を含めた委員会などの設置は行っていない。 から利害関係者や紛争関係者以表-1

外の第三者機関による審査も紛争解決の一つの手法として有効である。

最終処分場 リスクマネージメント リスクコミニケーション 集団的意思決定支援 遮水工キーワード ， ， ， ，
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項　　目 浜北市一般廃棄物処分場 旭川市廃棄物処分場

市　概　要
27,078世帯，人口87,230人(平成15
年3月現在)

16万0682世帯，人口36万3205人
(平成14年現在)

担当職員の概要 事務系2名，技術系2名 事務系2名，技術系3名

建設候補地の決定 平成5年 平成4年8月

地元住民の建設同意 平成10年3月30日 平成10年9月10日

供　用　開　始　日 平成14年4月 平成15年7月

建  設  地　概　要
県企業局の水道水取水場が存在す
る2.5km上流の灰ノ木川に隣接

流域に道内人ロの半分以上にあ
たる約300万人が生活する石狩
川上流に位置

利　害　関　係　者

周辺住民と一部市民グループ(最終
処分場建設に反対する会，遠州自
然環境を守り育てる連絡会)と静岡
県と周辺市町村

周辺住民と一部市民グループ

市主催の学識経験者
等による委員会 なし(浜北市独自で対応) なし(旭川市独自で対応)

静岡県廃棄物処理施設生活環境影
響評価専門委員会による審査(平成
14年3月29日適合通知)

建設工事禁止仮処分命令申立(住
民側の取り下げ )

平成11年4月生活環境影響調査 -------
平成11年11月8日主要遮水工の変
更(遮水シート＋粘性土から三要素
複合ライナーに変更)

基本計画策定時の遮水工の見直
し(二重遮水シートから三要素複
合ライナーに変更)

平成12年3月隣接する浜松市と管
理運営や維持管理に関する覚書

地下水汚染リスクに応じた遮水
工を採用

平成12年9月12日危機管理計画を
策定

地下水水質モニタリングを重視
した対策

平成9年から平成12年だけで120回
を超える説明会を開催(個別説明は
含まず)

平成14年までに累計130回の説
明会を開催

120回を超える説明会で，遮水工
の説明が占める割合は90%(個別説
明会の回数は不明)

130回を超える説明会で，遮水
工の説明が占める割合は60%

リスクコミュニケー
ション

紛争概要と第三者機
関による審査結果

平成13年6月13日最終処分場の建
設工事続行・操業禁止仮処分命令
(平成14年3月29日浜北市の勝訴)

公害審査会への調停申請(調停
中)

リスクマネージメン
ト
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浜北市と旭川市は，魚などの生態系が池で生息す

る様子を観察する観察池と，遮水工直下の地下水モ

ニタリングと水質測定の常時公開を行った 。(浜1 2) )

北市は電光掲示板で公開，旭川市は 年 月か2004 4

らインターネットで公開予定)これは，住民不安を

少しでも解消するための，行政側からのコミュニケ

ーション方法のひとつである。地域住民との合意形

成には，幅広い知識を有する専門的な職員が短期間

に必要で，多くの人的コストとエネルギーが必要で
3

あることが から判る 浜北市と旭川市のゴミ表-1 。 1m

当たりの建設コストを に示す。海洋埋立最終処図-1
)分場の一般的な単価は約 円 と言われている 浜北市と旭川市のゴミ 当たりの建設コスト6,000 /m 1m3 3。 図－1 3

内陸山間谷部に位置する一般廃棄物最終処分場で

も，旭川市の事例を示すようにゴミ容量が大きくな

れば建設コストが，海洋埋立最終処場とほぼ同じコ

ストになることが判る。

浜北市と旭川市では，地域住民の声を受３．まとめ

け，リスクコミニケーションを積み重ね，独自の設

。計思想 の元にソフトとハードの対応を実施した1 2) )

ハードでは，三要素複合ライナーを主要遮水工に変

更した 。旭川市と浜北市の遮水工は，ジオシン
1 2) )

セチック・クレイライナーとベントナイト混合土を

用いた三要素複合ライナーである 。これは，ト
1 2) )

ラベルタイム(浸出水がライナーを浸透し基盤へ到

達する時間)が 年から 年を特徴とする遮水工 一般廃棄物最終処分場を新たな文化施設に転換200 300 図－2

である 。浜北市と旭川市事例から，遮水工の変更が訴訟取り下げなど，集団的意思決定支援に大きく寄与して1)

いる。地域住民から施設の安全性に対する理解を得るために，遮水工の安全性は必要不可欠である知見が得られ

。 ， ， 。た 今後は 建設前後に地域住民の意識の変化を定量的に捉え ソフト的な対応のフォローが重要な課題である

価値観の異なる人々の存在で，一般廃棄物最終処分場など設置をめぐって意見の対立が激化し，公害審査会へ

。 ， 『 』の調停や建設工事禁止などの訴訟が発生している に示す新たな文化施設は 最終処分場を ゴミ捨て場図－2

として捉えるのではなく，埋め立てられる廃棄物を間近に見ながら，建設の是非を含めた環境問題を，地域住民

とともに議論することを意図している。地域住民と理解を得る唯一の方法は，最終処分場建設から維持運営に直

接関わる実務経験者と地域住民の両者が『顔と顔を何度も会わせることで信頼を得る ，活きたコミニケーショ』

ンが必要である。活きたコミニケーションを長期間維持するためには，一般廃棄物最終処分場を に示すよ図－2

うに文化施設として転換することが解決策と考えている。
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